
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の皆さん、あけまして

おめでとうございます。家族

おそろいで、健やかに新年を

迎えられたこととお慶び申し

上げます。 

さて、基盤整備は昨年まで

に、この事業で新たに新設される道路の８割方

が上下水道、都市ガスと共に整備が進んでまい

りました。皆さんの事業へのご協力の賜物と感

謝申し上げます。 

また、市役所による公園整備も進み、新年度

（５月以降）には公園開きが行われる予定です。

お花見やお祭り、朝市など新たなコミュニティ

ーづくりの拠点として機能できるようにまちづ

くりを進めてまいります。 

 平成２７年は、組合発足から１０年の節目の

年となります。皆さんと歩んできたこの１０年

を振返り今後の事業を加速させる力とし、早期

の完了へ向け役職員一致団結して邁進してまい

ります。 

最後に、皆様のご健勝とご多幸を祈念し新年

のご挨拶とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新年明けましておめでとう

ございます。 

 皆様には、輝かしい新春を

迎えられ、謹んでお慶びを申

し上げます。 

 旧年中は市政運営にご理解

とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。 

 さて、本年は和光北インター地域における日

本郵便のメガ拠点のオープン、(仮称)下新倉小

学校建設工事の着工など、当市のますますの発

展に向けた槌音が高まっています。また、先の

和光市議会 12 月定例会においては貴組合から

提案のありました道路築造工事につき、活動支

援費として 5 千万円の補正予算が全会一致で可

決されました。今後の事業の進展に大いに期待

する次第です。 

今後も着実に都市基盤整備事業を推進し、災

害に強く、歩きやすい、快適なまちづくりを推

進いたします。 

 皆様のご多幸と、越後山の皆様のまちづくり

の着実な進展をお祈りいたしまして、新年のご

挨拶といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪地区内での開発行為等について≫ 

土地区画整理事業地内の建築及び増改築等、土地の形質の変更及び５ｔ以上の物の堆積

等を行う場合は、土地区画整理法第 76条の許可が必要となります。 

 また、当地区は都市計画法の地区計画が定められており、別途届出が必要です。何れも

許可申請、届出を行わないで実施した場合、罰則等が科せられることがありますのでご協

力下さい。 

 詳しくは、和光市役所都市整備課区画整理担当、組合事務所までお問い合わせ下さい。 
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